
工事（業務）の変更について（第２回変更） 

工事名 

（業務名） 
新町一丁目地内支障管布設替工事 

工事場所 大竹市新町一丁目地内 

受注業者 株式会社 大伸建設 

変更契約日 令和７年１２月２６日 

変更内容 

 変更前 変更後 

   工期（履行期間）

の変更 

令和 6年 10月 15 日から

令和 8年 2月 27日まで 

令和 6年 10月 15 日から 

令和 8年 3月 31日まで 

   請負金額の変更 28,403,100 円（税込） 41,367,700 円（税込） 

□ その他の変更   

変更理由 

〇小口径推進工法変更 

小口径推進工施工時に当初計画工法のエンビライナー工法にて、施工を行ったが、 

取込みできない岩により施工が困難になった。そのため、CBM工法へ変更するもの。 

     変更前：エンビライナー工法 

     変更後：CBM工法 

〇工期変更 

工法変更に伴い、機器等の手配に相当の期間を要すため、工期を変更するもの。 

〇工事一時中止 

 工事一時中止期間内での現場パトロールを追加するもの。 

変更前：0 回 

変更後：35 回 


